
受験しない方 

 
 

実務修習 第５回修了考査不受験申請書 
 
 

私は、第５回修了考査を受験しませんので、ご連絡申しあげます。 

なお、実務修習業務規程第３５条の規定に基づき、第６回修了考査を受験いたします。 

第６回修了考査の受験の際は、所定の手続きにより受験申請を行いますが、第６回修了

考査の受験申請を行わなかった場合は、理由の如何を問わず、実務修習を終了すること

を承諾します。 
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